
【記号について】　○：必要　―：不要　△：一部不要

個人 法人 備考

1 ○ ○

2 ― ○
・法務局発行の原本
※代表者の住所は、住民票と一致していること。

3 ― ○

4 代表者 ○ ○ ・住民票の場合は、市区町村発行の原本

5 ○ ○

6 代表者 ○ ○ ・代表者住所の記載漏れに注意すること。

7 ○ ○

・(公財)熊本市上下水道サービス公社に排水設備工事
　責任技術者の登録があること。
・兼務する営業所がある場合は、その営業所名を記入
　すること。

○ ○
・(公財)熊本市上下水道サービス公社発行の排水設備
　 責任技術者証の写し。　※有効期間に注意

△ ○

例）
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
・確定申告書
・源泉徴収票
・住民税特別徴収税額通知書
・勤務先の記載のある公的証明書　など
　
※個人の場合、代表者＝責任技術者のとき代表者分は
　不要

9 ○ ○

10 ○ ○
・内部：建物内の状況がわかる写真
・外部：社名が入った看板を含む建物外観全体
　上記写真を２枚以上

11 ○ ○
・排水設備工事に必要な設備及び機材
　(車両、工事用機械、工具など)

12 ○ ○ ・所有設備及び機材一覧表と写真は一致させること。

13 ○ ○
・交付済みの指定工事店証
※指定工事店証を提出できない場合は「八代市下水道
　排水設備指定工事店証返納不能届出書」を提出下さい。

住民票、
在留カード又は特別永住者証

明書の写し

八代市下水道排水設備指定工事店 更新指定申請 提出書類一覧

書類名

八代市下水道排水設備
指定工事店申請書

登記事項証明書

定款の写し

代表者の経歴書

誓約書

排水設備工事責任技術者名簿

8

排水設備工事責任技術者証の写し

責任技術者との雇用関係を
証する書類の写し

営業所の平面図及び付近見取図

営業所の写真（内部・外部）

所有設備及び機材一覧表

所有設備及び機材の写真

八代市排水設備指定工事店証

※公的証明書は、発行から3ヵ月以内の原本を提出下さい。


